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公立大学法人首都大学東京の役員報酬支給基準の変更について 

 

 

 

 標記の件について、別添平成 30年 12月 1日付 30公大首総総 740

号により、公立大学法人首都大学東京の役員報酬の支給基準を変更

した旨の届出がありましたので、地方独立行政法人法（平成 15年法

律第 118号）第 56条で準用する同法第 49条第 1項の規定に基づき、

通知します。 




